
平成30年度の市県民税の賦課の基礎となった平成29年中の総所得金額 ￥1,920,000円

平成29年中の所得等の内訳は次のとおりです。

　給与収入 ￥3,000,000円
上記総所得金額の内訳　　　
　給与所得 ￥1,920,000円

　所得控除合計 ￥960,000円
上記所得控除額の内訳　　　　
　社会保険料控除 ￥300,000円
　配偶者控除 ￥330,000円
　基礎控除 ￥330,000円
課税所得金額（課税標準額）　
　総合課税額 ￥960,000円

控除対象配偶者及び
扶養親族の合計数　　　3人
16歳未満（内訳）
　 2人

※税額の確認方法
（市・県民税　課税証明書）
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①税証明の年が，令和５年度（令和６年度）であることを確認してください。
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③市民税所得割額と県民税所得割額の合算金額は，網かけ部分の合計になります。
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②16歳未満のお子さまの人数は，この欄をご確認ください。※証明書の扶養人数と実際の扶養人数が一致しない場合は，実際の扶養人数で確認してください。令和５年度　H19.1.2～R5.1.1までに生まれたお子さまの人数令和６年度　H20.1.2～R6.1.1までに生まれたお子さまの人数
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